
資料 3 

浜松市博物館条例の改正について 

 

1 改正理由 

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）の一部改正に伴い、博物館の設置及び事

業に係る規定について所要の整備を行うほか、引用条項等を改めるため、条例

の一部を改正するものです。 

 

2 改正内容 

(1) 博物館の設置に係る規定についての整備（第 1 条） 

法改正に伴い、博物館の設置根拠が博物館法上の条例事項でなくなるため、

公の施設として設置されるものと位置づけ、他の公の施設の例規に倣い規定

を修正するものです。 
※（改正前）博物館法第 18 条 

 

(2) 博物館の事業に係る規定についての整備（第 3 条） 

ア 博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化、博物館の事業に

従事する人材の養成及び研修を追加するものです。【（改正後）第 2 号、第 8

号】 

イ 他の博物館との連携について、改正法第 3 条第 2 項の規定で対応するこ

ととし、条例から規定を削除するものです。【（改正前）第 7 号】 
※（改正後）博物館法第 3 条 

 

(3) 引用条項等の変更（第 17 条、第 18 条） 

ア 条例第 3 条の整備に伴い、指定管理者が行う業務に係る規定の引用条項

等を改めるものです。【第 17 条】 

イ 法改正に伴い、博物館法の博物館協議会に係る規定の条項等に変更が生

じるため、条例中の法の引用条項等を改めるものです。【第 18 条】 
※（改正後）博物館法第 23 条 

 

3 施行期日 

令和 5 年 4 月 1 日（改正法の施行期日と同日） 
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※改正内容は現時点のものであり、今後の調整により変更となる場合があります。 

浜松市博物館条例の一部を改正する条例（案） 

 

 浜松市博物館条例（昭和５４年浜松市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、教育、学術及び文化の発

展に寄与するため、博物館法（昭和２６年法

律第２８５号。以下「法」という。）に基づ

き設置する博物館について必要な事項を定

める。 

第１条 この条例は、教育、学術及び文化の発

展に寄与するため設置する博物館について

必要な事項を定める。 

（事業） （事業） 

第３条 博物館は、次に掲げる事業を行う。 第３条 博物館は、次に掲げる事業を行う。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 博物館資料に関する電磁的記録を作成

し、公開すること。 

(2)～(6) （略） (3)～(7) （略） 

(7) 他の博物館と協力し、情報の交換、資

料の相互貸借等を行うこと。 

(8) 学芸員その他の博物館の事業に従事す

る人材の養成及び研修を行うこと。 

(8)～(11) （略） (9)～(12) （略） 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 指定博物館の管理に関して指定管理者が

行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、市長又は委員会のみの権限に属する事務

に係る業務については、これを除くものとす

る。 

２ 指定博物館の管理に関して指定管理者が

行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、市長又は委員会のみの権限に属する事務

に係る業務については、これを除くものとす

る。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 第３条第８号に掲げる事業に関する業

  務 

 (3) 第３条第９号に掲げる事業に関する業

  務 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（協議会の設置） （協議会の設置） 
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第１８条 法第２０条第１項の規定により、

博物館に浜松市博物館協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

第１８条 博物館法（昭和２６年法律第  

２８５号）第２３条第１項の規定により、

博物館に浜松市博物館協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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